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令和３年第１回芦北町農業委員会総会議事録 

 

 

○日  時：令和３年１月８日（金） 午前９時３０分～午前１０時４０分 

場  所：芦北町役場３階議員控室 

 

○農業委員 

 （出席：１１名） 

   １番：中川 光春  ２番：道園 浩二  ３番：田口 昭広 

   ４番：小島 政文  ５番：尾上 春樹  ６番：告宮 幸一 

   ７番：塚本 壽   ８番：山田 和治  ９番：寺本 眞理子 

  １０番：井川 輝征 １１番：片山 幸弘 

 

○農地利用最適化推進委員 

  ※コロナウイルス感染拡大防止のため、農業委員のみ出席。 

 

○農業委員会事務局：４名 

  事務局長：佐竹 貴幸  事務局次長：才保 親哉 

  係  長：川田 康幸  主   事：一本 光喜 

 

○議  事 

  日程第１ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

  日程第２ 報告第２号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画の認可に 

ついて 

  日程第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書審議について 

  日程第４ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請書審議について 

  日程第５ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請書審議について 

  日程第６ 議案第４号 農用地利用集積計画の審議について 

  日程第７ 議案第５号 農地法第２条第１項の規定による農地に該当するか否 

かの判断について（非農地判断） 
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発言者 要   旨 

議長 皆さん、あけましておめでとうございます。令和３年もよろしくお願いします。 

 只今から、令和３年第１回芦北町農業委員会総会を開会いたします。 

 なお、今回の総会は、コロナウイルス感染予防のため、農業委員のみで開催す

ることとしましたのでお知らせいたします。 

本日は、農業委員全員に出席いただいております。ありがとうございます。 

それでは、これより本日の会議を開きます。 

お手元に配布の総会日程にしたがって、会議を進めてまいります。 

本総会の議事録署名委員は７番の○○委員、８番の○○委員に指名します。 

 

 議事に入る前に、議案書の内容に漏れが１か所ありましたので、追記をお願い

します。 

 議案書１ページの報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て」で、提出日である令和３年１月８日の後に「提出」と追記し、「令和３年１

月８日提出」としてください。 

 

それでは議事に入ります。 

報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」を議題としま

す。事務局より説明をお願いします。 

事務局  議案書の１ページをお願いします。 

 報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について。 

 農地法第１８条の規定により、下記のとおり通知されたので、報告するもので

す。 

 これは、賃貸借権設定の合意解約になります。 

 １番、土地の詳細及び賃貸人・賃借人の住所・氏名については、記載のとおり

です。 

 事由は、合意による解約です。 

 なお、新たな賃借人は決定しており、この後の報告第２号で説明します。 

 

 以上で説明を終わります。 

議長 事務局からの説明が終わりました。 

報告第１号について、質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

質疑なしということですので、報告第１号については、これで終わります。 
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 次に、報告第２号「農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画の認可につい

て」を議題とします。事務局より説明をお願いします。 

事務局  議案書の２ページをお願いします。 

 報告第２号、農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画の認可について。 

 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画が熊本県知事より認可されたの

で、報告するものです。 

 賃借権設定の部１番、配分された土地の詳細及び賃貸人・賃借人の住所・氏名

については、記載のとおりです。 

 耕作する作目は水稲で、設定期間は新規設定の７年７か月です。 

 賃借料は備考欄のとおりです。 

 なお、本案件は、先ほど説明しました報告第１号の案件で、合意解約された分

の新規設定になります。 

 

 以上で説明を終わります。 

事務局  補足説明をいたします。 

 中間管理事業の説明を新任の委員の方にできておりませんでしたので、ここで

説明いたします。 

 中間管理事業は、まず、中間管理機構というのがあり、それは、熊本県農業公

社のことを言います。 

 この事業は例えば、Ａさんから熊本県農業公社が借り受けた後、新しい借受人

のＢさんに貸し付ける、農業公社を通して、第３者へ貸し付ける事業を言います。 

 また、中間管理権というのがありまして、農業公社が借りる期間になります。 

基本的に公社が借りる期間は１０年間以上となっており、その後、賃借人に５年

間、１０年間と貸し付けることになります。以上です。 

議長 事務局からの説明が終わりました。 

報告第２号について、質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

質疑なしということですので、報告第２号については、これで終わります。 

 

次に、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請書審議について」を議

題とします。事務局より説明をお願いします。 

事務局  議案書の３ページをお願いします。 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請書審議について。 
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 農地法第３条の規定による許可申請書が下記のとおり提出されたので、本会の

議決を求めるものです。 

 所有権移転の部１番、申請地の詳細及び譲渡人・譲受人の住所・氏名について

は、記載のとおりです。 

 譲渡人事由ですが、町外に居住しており、耕作管理が困難なため、売り渡す。 

 譲受人事由ですが、自己所有地の隣地にあり、果樹園の規模拡大を図るため、

買い受ける。となっています。 

 ピンク色総会資料の１ページをお願いします。申請地の位置図を載せていま

す。 

 申請地は、「肥薩おれんじ鉄道 湯浦駅」の北東側、約８２０ｍの場所になり

ます。 

 現地確認では、申請地は現在、デコポンが作付けされており、買い受け後も引

き続き、適正に管理するということでした。 

 黄色調査書の１ページをお願いします。 

 契約の種類は売買です。申請理由ですが、譲渡人は、町外に居住しており、耕

作管理が困難なため、売り渡す。譲受人は、自己所有地の隣地にあり、果樹園の

規模拡大を図るため、買い受ける。ということです。 

 譲受人の経営状況ですが、記載のとおり問題ないと思われます。 

 判断の理由ですが、記載のとおり全ての許可要件に該当しています。 

 以上のことから、総合的に見て本許可申請は許可相当であると思われます。 

 

 議案書に戻ります。 

 ２番、申請地の詳細及び譲渡人・譲受人の住所・氏名については、記載のとお

りです。 

 譲渡人事由ですが、町外に居住しており、耕作管理が困難なため、売り渡す。 

 譲受人事由ですが、買い受け、適正に管理する。となっています。 

 ピンク色総会資料の２ページをお願いします。申請地の位置図を載せていま

す。 

 申請地は、「株式会社レヴアル」の北東側、約４５０ｍの５筆になります。 

 現地確認ですが、申請地は現在、耕作放棄地でしたが、買い受け後は、ミカン

を作付けし、適正に管理するということでした。 

 黄色調査書の２ページをお願いします。 

 契約の種類は売買です。申請理由ですが、譲渡人は、町外に居住しており、耕

作管理が困難なため、売り渡す。譲受人は、買い受け、適正に管理する。という
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ことです。 

 譲受人の経営状況ですが、記載のとおり問題ないと思われます。 

 判断の理由ですが、記載のとおり全ての許可要件に該当しています。 

 以上のことから、総合的に見て本許可申請は許可相当であると思われます。 

 

 以上で説明を終わります。 

議長 事務局からの説明が終わりました。 

現地確認を担当委員にお願いしておりますので、補足説明をお願いします。 

所有権移転の部１番の案件を２番の○○委員にお願いします。 

○○委員 事務局と現地確認をしました。譲受人は、ミカンの栽培が非常に良く出来てお

りまして、適正に管理されておりましたので、問題ないと思います。よろしくお

願いします。 

議長  ２番の案件を４番の○○委員にお願いします。 

○○委員  ５日に事務局と○○推進委員と現地を確認しました。申請地は、譲受人の自宅

裏にありまして、適正に管理される意欲が見られましたので、良いことだと思い

ます。よろしくお願いします。 

議長 担当委員からの説明が終わりました。 

議案第１号について、質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

それでは採決を行います。異議がある委員は挙手をお願いします。 

お諮りします。 

所有権移転の部１番について、異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしということですので、１番については、原案のとおり決定しました。 

２番について、異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしということですので、２番については、原案のとおり決定しました。 

 

 次に、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請書審議について」を議

題とします。事務局より説明をお願いします。 

事務局  議案書の４ページをお願いします。 

 議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請書審議について。 

 農地法第４条の規定による許可申請書が下記のとおり提出されたので、本会の

議決を求めるものです。 
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 １番、申請地の詳細及び申請人の住所・氏名については、記載のとおりです。 

 転用目的は植林です。なお、本申請は、追認案件で始末書が添付されています。 

 ピンク色総会資料の３ページをお願いします。申請地の位置図を載せていま

す。 

 申請地は「女島地区生涯学習センター」の南側、約１．６ｋｍの場所になりま

す。 

 現地確認ですが、申請地は既に植林されており、未登記であったため、今回の

申請になったとのことです。 

 また、周囲に農地は存在しないため、影響はないと感じました。 

 ピンク色総会資料の４ページをお願いします。 

 配置図・排水計画図を載せています。 

 排水は雨水のみで、自然透水になります。 

 ピンク色総会資料の５ページをお願いします。農地区分図ですが、農地の広が

りは申請地のみの５５㎡です。 

 黄色調査書の３ページをお願いします。 

 ●立地基準ですが、農地区分は農地の広がりが１０ｈａ以上ないため、第２種 

農地（その他の農地）に該当します。 

 ●申請理由及び代替の可能性ですが「申請地は、柑橘栽培を行ってきたが、猪 

害や労力不足による周辺農地の山林化に伴い、生産性が低下したため、２０ 

年以上前にヒノキを植林したが、転用申請を怠っていたため、今回申請する 

もの」です。 

  代替性については、転用目的が耕作条件の悪いことによる植林であるため、 

代替の可能性がないことを確認しています。 

 ●一般基準ですが、記載してある判断理由のとおり、資金計画・事業計画等に 

ついては、既に施工済であること。計画面積が妥当であること。周辺農地へ 

の営農条件の支障が無いことを確認しております。 

 以上のことから、総合的に見て本許可申請は許可相当であると思われます。 

 

 議案書に戻ります。 

 ２番、申請地の詳細及び申請人の住所・氏名については、記載のとおりです。 

 転用目的は個人住宅です。ピンク色総会資料の６ページをお願いします。申請

地の位置図を載せています。 

 申請地は「芦北町役場田浦支所」の南側、約２３０ｍの場所になります。現地

確認ですが、申請地は現在、休耕地で既にかさ上げがされていました。周辺農地
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とは段差があり、営農条件の支障はないと感じました。 

 ピンク色総会資料の７ページをお願いします。 

 配置図・排水計画図を載せています。 

 排水は、合併浄化槽を設置し、南側の側溝へ排水する計画です。 

 ピンク色総会資料の８ページをお願いします。農地区分図ですが、申請地は市

街地化が著しい区域内にある農地で、「芦北町役場田浦支所」から南側、約２３

０ｍの距離に位置しており、３００ｍ以内であるため、第３種農地に該当します。 

 黄色調査書の４ページをお願いします。 

 ●立地基準ですが、先ほど説明したとおり、農地区分は第３種農地です。第３ 

種農地は原則、転用可能な農地に分類されます。 

 ●申請理由及び代替の可能性ですが、「申請者は、令和２年７月豪雨により、 

住宅が床上浸水し、生活に支障が出ていることから、個人住宅を新築するた 

め、今回申請するもの」です。 

  代替性については、申請地が第３種農地であるため、代替の可能性の検討は 

必要ありません。 

 ●一般基準ですが、記載してある判断理由のとおり、資金計画・事業計画等に 

ついては、問題ないこと。計画面積が妥当であること。周辺農地への営農条 

件の支障が無いことを確認しております。 

 以上のことから、総合的に見て本許可申請は許可相当であると思われます。 

 

 以上で説明を終わります。 

議長 事務局からの説明が終わりました。 

現地確認を担当委員にお願いしておりますので、補足説明をお願いします。 

１番の案件を２番の○○委員にお願いします。 

○○委員 ５日に○○推進委員と事務局と現地を見ました。申請地周辺は既に山林化して

おりまして、事務局の説明されたとおりです。よろしくお願いします。 

議長 ２番の案件を９番の○○委員にお願いします。 

○○委員 ５日の現地確認は、諸事情により出席できませんでしたので、昨日、確認して

きました。事務局の説明どおりです。問題ないと思いますので、よろしくお願い

します。 

議長 担当委員からの説明が終わりました。 

議案第２号について、質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

それでは採決を行います。異議がある委員は挙手をお願いします。 



8 

 

お諮りします。 

１番について、異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしということですので、１番については、原案のとおり決定しました。 

２番について、異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしということですので、２番については、原案のとおり決定しました。 

 

次に、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請書審議について」を議

題とします。事務局より説明をお願いします。 

事務局  議案書の５ページをお願いします。 

 議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請書審議について。 

 農地法第５条の規定による許可申請書が下記のとおり提出されたので、本会の

議決を求めるものです。 

 所有権移転の部１番、申請地の詳細及び譲渡人・譲受人の住所・氏名について

は、記載のとおりです。 

 転用目的は個人住宅です。 

 ピンク色総会資料の９ページをお願いします。申請地の位置図を載せていま

す。 

 申請地は、「田浦阿蘇神社」の西側、約２１０ｍの場所になります。 

 現地確認ですが、申請地の周辺に農地は存在しないため、周辺農地への影響は

ないと感じました。 

 ピンク色総会資料の１０ページをお願いします。 

 配置図・排水計画図を載せています。排水は合併浄化槽を設置し、北側の側溝

へ排水する計画です。 

 ピンク色総会資料の１１ページをお願いします。農地区分図ですが、農地の広

がりは申請地のみの２８８㎡です。 

 黄色調査書の５ページをお願いします。 

 ●契約の種類は売買です。 

 ●立地基準ですが、農地区分は農地の広がりが１０ｈａ以上ないため、第２種 

農地（その他の農地）に該当します。 

 ●申請理由及び代替の可能性ですが、「譲渡人は現在、八代市に借家住まいで 

あるが、両親の面倒を見るため、実家近くに個人住宅を新築することから、 

今回申請するもの」です。 
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  代替性については、記載のとおり検討されており、代替の可能性がないこと 

を確認しています。 

 ●一般基準ですが、記載してある判断理由のとおり、資金計画・事業計画等に 

問題ないこと。計画面積が妥当であること。周辺農地への営農条件の支障が 

無いことを確認しております。 

 以上のことから、総合的に見て本許可申請は許可相当であると思われます。 

 

 議案書に戻ります。 

 ２番、申請地の詳細及び譲渡人・譲受人の住所・氏名については、記載のとお

りです。 

 転用目的は子牛の運動場です。 

 ピンク色総会資料の１２ページをお願いします。申請地の位置図を載せていま

す。 

 申請地は、「中小場公民館」の南側、約６２０ｍの場所になります。 

 現地確認ですが、申請地は現在、休耕地で南側に農地が存在しますが、日照・

通風等に影響はないため、周辺農地への営農条件の支障はないと感じました。 

 ピンク色総会資料の１３ページをお願いします。 

 配置図・排水計画図を載せています。排水は雨水のみで、自然透水になります。 

 ピンク色総会資料の１４ページをお願いします。農地区分図ですが、農地の広

がりは斜線部分の約１．４ｈａです。 

 黄色調査書の６ページをお願いします。 

 ●契約の種類は売買です。 

 ●立地基準ですが、農地区分は農地の広がりが１０ｈａ以上ないため、第２種 

農地（その他の農地）に該当します。 

 ●申請理由及び代替の可能性ですが、「譲受人は、畜産業を行っており、子牛 

の成長に欠かせない日光浴及び運動する場所が必要なことから、子牛の運動 

場を整備するため、今回申請するもの」です。 

  代替性については、記載のとおり検討されており、代替の可能性がないこと 

を確認しています。 

 ●一般基準ですが、記載してある判断理由のとおり、資金計画・事業計画等に 

問題ないこと。計画面積が妥当であること。周辺農地への営農条件の支障が 

無いことを確認しております。 

 以上のことから、総合的に見て本許可申請は許可相当であると思われます。 
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 議案書に戻ります。 

 使用貸借権設定の部１番、申請地の詳細及び貸人・借人の住所・氏名について

は、記載のとおりです。 

 転用目的は個人住宅です。なお、本申請は追認案件で、始末書が添付されてい

ます。 

 ピンク色総会資料の１５ページをお願いします。申請地の位置図を載せていま

す。申請地は、「町立田浦中学校」の東側、約１００ｍの場所になります。 

 現地確認ですが、申請地は以前から、住宅として利用されていたが、転用申請

及び地目変更登記を怠っていたため、今回の申請になったとのことです。また、

申請地周辺に農地は存在するが、日照・通風等に影響はないため、周辺農地への

影響はないと感じました。 

 ピンク色総会資料の１６ページをお願いします。 

 配置図・排水計画図を載せています。排水は既存の合併浄化槽により、東側の

排水路に排水する計画です。 

 ピンク色総会資料の１７ページをお願いします。農地区分図ですが、農地の広

がりは斜線部分の約４．１ｈａです。 

 黄色調査書の７ページをお願いします。 

 ●契約の種類は使用貸借です。 

 ●立地基準ですが、農地区分は農地の広がりが１０ｈａ以上ないため、第２種 

農地（その他の農地）に該当します。 

 ●申請理由及び代替の可能性ですが、「昭和５４年に借人の母が実家から申請 

地を無償で借り受け、住宅を建築したものであるが、転用申請を怠っていた 

ため、今回申請するもの」です。 

  代替性については、記載のとおり検討されており、代替の可能性がないこと 

を確認しています。 

 ●一般基準ですが、記載してある判断理由のとおり、資金計画・事業計画等に 

ついては既に施工済みであること。計画面積が妥当であること。周辺農地へ 

の営農条件の支障が無いことを確認しております。 

 以上のことから、総合的に見て本許可申請は許可相当であると思われます。 

 

 以上で説明を終わります。 

議長 事務局からの説明が終わりました。 

現地確認を担当委員にお願いしておりますので、補足説明をお願いします。 

所有権移転の部１番の案件は、私が担当地区ですので、私が説明します。 
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 先ほど事務局から説明のありましたとおり、譲受人は現在、八代市に住まわれ

ており、申請地に家を建てるということですが、問題ないと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

２番の案件を４番の○○委員にお願いします。 

○○委員 ５日に事務局と○○推進委員と現地に行ってまいりました。申請地付近は、私

がいつも通る場所で、申請地は草も茂っている所でしたが、現地確認の際には、

草払い等、適正に管理されており、問題ないと思います。よろしくお願いします。 

議長  使用貸借権設定の部１番の案件は、私が担当地区ですので、私が説明します。 

 

 先ほど事務局から説明のありましたとおり、個人住宅を建てる際に、登記をし

ていなかったということでした。以上です。 

 

 担当委員からの説明が終わりました。 

 議案第３号について、質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

 それでは、採決を行います。異議がある委員は挙手をお願いします。 

お諮りします。 

所有権移転の部１番について、異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしということですので、１番については、原案のとおり決定しました。 

２番について、異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしということですので、２番については、原案のとおり決定しました。 

使用貸借権設定の部１番について、異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしということですので、１番については、原案のとおり決定しました。 

 

次に、議案第４号「農用地利用集積計画の審議について」を議題とします。事

務局より説明をお願いします。 

事務局  議案書の６ページをお願いします。 

 議案第４号、農用地利用集積計画の審議について。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記のとおり農用地利
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用集積計画が芦北町長から提出されたので、本会の意見決定を求めるものです。 

 賃貸借権設定の部１番、利用権設定地及び利用権設定者の住所・氏名は記載の

とおりです。耕作する作目は水稲で設定期間は再設定の５年間です。賃借料等は

備考欄のとおりです。 

 ２番、利用権設定地及び利用権設定者の住所・氏名は記載のとおりです。耕作

する作目は甘夏で設定期間は再設定の５年間です。賃借料等は備考欄のとおりで

す。 

 ３番、利用権設定地及び利用権設定者の住所・氏名は記載のとおりです。耕作

する作目は甘夏で設定期間は再設定の１０年間です。賃借料等は備考欄のとおり

です。 

 

 議案書の７ページをお願いします。 

 ４番、利用権設定地及び利用権設定者の住所・氏名は記載のとおりです。耕作

する作目は花で設定期間は再設定の１０年間です。賃借料等は備考欄のとおりで

す。 

 

 以上で説明を終わります。 

議長 事務局からの説明が終わりました。 

議案第４号について、質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 それでは採決を行います。異議がある委員は挙手をお願いします。 

 お諮りします。 

 賃貸借権設定の部１番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１番については、原案のとおり決定しました。 

２番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、２番については、原案のとおり決定しました。 

 ３番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、３番については、原案のとおり決定しました。 

 ４番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、４番については、原案のとおり決定しました。 
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次に、議案第５号「農地法第２条第１項の規定による農地に該当するか否かの

判断について」を議題とします。事務局より説明をお願いします。 

事務局  議案書の８ページをお願いします。 

 議案第５号、農地法第２条第１項の規定による農地に該当するか否かの判断に

ついて。 

 農地法第２条の第１項の規定による農地に該当するか否かの判断について、本

会の議決を求めるものです。 

 整理番号１番及び２番については、田浦地域の農地で、以前、果樹栽培を行っ

ていたところになります。所有者が同じですので、まとめて説明します。 

 土地の詳細及び依頼者の住所・氏名については記載のとおりです。農地の状

況・周囲の状況ですが、１番・２番ともに森林等の様相を呈しており、近隣も山

林化しています。現地確認の判断結果ですが、非農地と判断できると思われます。 

 現地の状況等の詳細については、後でまとめて説明します。 

 

 次に、整理番号３番から議案書１０ページの整理番号２５番までですが、これ

は、令和２年７月豪雨により、山崩れが発生した箇所になりまして、現況が山で

あったため、農地の災害復旧事業では、対応できなかったため、実際の現況に即

して非農地判断を行い、治山事業により復旧を行うものです。 

 まとめて説明します。 

 ３番から７番までが田川地区になります。 

 ８番から１１番までが宮浦地区になります。 

 １２番から１５番までが乙千屋地区になります。 

 １６番から２５番までが計石地区になります。 

 土地の詳細及び依頼者の住所・氏名については、記載のとおりです。 

 農地の状況・周囲の状況ですが、すべての場所で山崩れが発生しておりました

が、ほとんどが森林等の様相を呈しており、近隣も山林化しています。 

 ただし、６番・１０番・１９番・２１番については、崩れた土砂により山林化

しているかどうか、確認できませんでしたが、雑木や土砂が堆積しており、また、

周囲も山林化していたため、農地として復元しても、継続して利用することがで

きないと見込めます。 

 現地確認の結果ですが、３番から２５番まで全てにおいて、非農地と判断でき

ると思われます。 
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 それでは、詳細について説明します。 

 資料１「非農地判断 現地確認資料」をお願いします。 

 まず、１ページに整理番号１番・２番の位置図を記載しています。 

 ２ページに整理番号１番、３ページに整理番号２番の航空写真図を載せていま

す。 

 ４ページの上側が整理番号１番の現況写真で、下側が２番の現況写真になりま

す。 

 どちらも写真のとおり雑木等が生い茂っておりました。 

 

 次に、５ページをお願いします。 

 整理番号３番から７番の田川地区の位置図を記載しています。場所は、牛淵バ

ス停付近になります。 

 ６ページが航空写真図になります。 

 ７ページが整理番号３番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂って

います。 

 ８ページが整理番号４番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂って

います。 

 ９ページが整理番号５番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂って

います。 

 １０ページが整理番号６番の写真になります。土砂崩れにより、雑木や土砂等

が堆積している状況です。 

 １１ページが整理番号７番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂っ

ています。 

 

 次に、１２ページをお願いします。 

 整理番号８番から１０番及び１１番の宮浦地区の位置図を記載しています。 

 場所は、８番から１０番までが最近、基盤整備が完了した農地の東側になりま

す。１１番がやびつ峠の地蔵さん及び水飲み場があるところです。 

 １３ページが８番から１０番までの航空写真図になります。 

 １４ページが１１番の航空写真図になります。 

 １５ページが整理番号８番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂っ

ています。 

 １６ページが整理番号９番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂っ

ています。 
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 １７ページが整理番号１０番の写真になります。土砂崩れにより、雑木や土砂

等が堆積している状況です。 

 １８ページが整理番号１１番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂

っています。 

 

 次に、１９ページをお願いします。 

 整理番号１２番から１５番の乙千屋地区の位置図を記載しています。場所は、

乙千屋集落の東側になります。 

 ２０ページが航空写真図になります。 

 ２１ページが整理番号１２番及び１３番の写真になります。写真のとおり雑木

等が生い茂っています。 

 ２２ページが整理番号１４番及び１５番の写真になります。写真のとおり雑木

等が生い茂っています。 

 

 次に、２３ページをお願いします。 

 整理番号１６番から２５番の計石地区の位置図を記載しています。 

 場所は、計石郵便局の北側になります。 

 ２４ページが航空写真図になります。 

 ２５ページが整理番号１６番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂

っています。 

 ２６ページが整理番号１７番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂

っています。 

 ２７ページが整理番号１８番の写真になります。写真のとおり雑木等が生い茂

っています。 

 ２８ページが整理番号１９番の写真になります。土砂崩れにより、雑木や土砂

等が堆積している状況です。 

 ２９ページの上側が整理番号２０番の写真になります。写真のとおり雑木等が

生い茂っています。下側が整理番号２１番の写真になります。土砂崩れにより、

雑木や土砂等が堆積している状況です。 

 ３０ページが整理番号２２番から２５番の写真になります。写真のとおり雑木

等が生い茂っています。 

 ３１ページ及び３２ページに現地調査の結果を記載しています。 

 現地確認の調査結果ですが、整理番号１番から２５番まで全てにおいて、雑木

等が生い茂り、山林化しているため、農地への復元が困難であること。また、農
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地に復元しても周囲の状況が山林化しているため、農地として継続した利用が見

込まれない等により、非農地との判断が妥当であると思われます。 

 

 以上で説明を終わります。 

議長 事務局からの説明が終わりました。 

説明の中に７月豪雨の被害を受けた農地がありましたが、復旧工事をするに

は、現況にあわせて、非農地にしないと工事ができないということです。 

現地確認を担当委員にお願いしておりますので、補足説明をお願いします。 

１番から２番の案件は、私が担当地区ですので、私が説明します。 

 

 １番は、竹が生えており、非農地判断が妥当だと思われました。 

 ２番については、以前は甘夏をされていた場所でしたが、現在は辞められて、

７～８年経ち、非農地となっておりました。 

 

３番から７番の田川地区と８番から１１番の宮浦地区の案件を７番の○○委

員にお願いします。 

○○委員 ７月豪雨災害によって、土砂崩れし、資料の写真にありましたとおり、ほとん

ど現状が確認できない状況になっています。 

事務局から説明がありましたが、林野関係で復旧工事をされるということで、

農地であるとできないため、どうぞよろしくお願いします。 

議長  １２番から１５番の乙千屋地区と１６番から２５番の計石地区の案件を３番

の○○委員にお願いします。 

○○委員  現地確認に行きました。先ほど○○委員が言われたとおりで、豪雨災害の復旧

工事のため、申請されるということです。よろしくお願いします。 

議長 担当委員からの説明が終わりました。 

議案第５号について、質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 それでは採決を行います。異議がある委員は挙手をお願いします。 

 お諮りします。 

１番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１番については、原案のとおり決定しました。 

２番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 
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 異議なしということですので、２番については、原案のとおり決定しました。 

 ３番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、３番については、原案のとおり決定しました。 

 ４番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、４番については、原案のとおり決定しました。 

５番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、５番については、原案のとおり決定しました。 

６番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、６番については、原案のとおり決定しました。 

 ７番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、７番については、原案のとおり決定しました。 

 ８番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、８番については、原案のとおり決定しました。 

９番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、９番については、原案のとおり決定しました。 

１０番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１０番については、原案のとおり決定しました。 

 １１番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１１番については、原案のとおり決定しました。 

 １２番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１２番については、原案のとおり決定しました。 

１３番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１３番については、原案のとおり決定しました。 
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１４番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１４番については、原案のとおり決定しました。 

 １５番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１５番については、原案のとおり決定しました。 

 １６番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１６番については、原案のとおり決定しました。 

１７番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１７番については、原案のとおり決定しました。 

 １８番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１８番については、原案のとおり決定しました。 

１９番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、１９番については、原案のとおり決定しました。 

２０番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、２０番については、原案のとおり決定しました。 

 ２１番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、２１番については、原案のとおり決定しました。 

 ２２番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、２２番については、原案のとおり決定しました。 

２３番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、２３番については、原案のとおり決定しました。 

 ２４番について、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 異議なしということですので、２４番については、原案のとおり決定しました。 

 ２５番について、異議ありませんか。 
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 （異議なし） 

 異議なしということですので、２５番については、原案のとおり決定しました。 

 

これで、本日の農業委員会総会を閉会します。 

 


